
 

 

 

 

 

福祉用具レンタル始めます！ 
 鶴岡ひまわり薬局では 12 月より「福祉用具貸与事業」をはじめます。 

「介護用品レンタル」「福祉用具レンタル」と言う方がわかりやすいで 

しょうか。介護保険を利用したサービスのひとつで車イスや特殊寝台 

(介護用ベッド)、歩行補助つえなど、１２品目が月額レンタル料の１割負担 

でご利用いただけます。 

 また、介護保険を利用しポータブルトイレや 

入浴用イスなど５品目は全額支払い後、９割分 

が支給されます。つまり 1 割の自己負担で購入 

できます。（右表参照） 

 

Ｑ１:どういう人が借りられますか？ 

原則として介護保険を利用しますので、介護 

認定を受けた方が対象です。担当のケアマネー 

ジャーさんと連携して、福祉用具専門相談員が 

適した用品を提案します。 

 

Ｑ２:福祉用具貸与(レンタル)の利点は何ですか？ 

福祉用具を購入すれば財産になりますが、利 

用者さまの状態が変わり、不要になれば無用の 

長物・・・レンタルであれば、現状態に合わせて借り換えや引取りができます。そして用具

の説明や相談、定期的な保守・点検もしっかり行います。 

 

Ｑ３:介護保険での「レンタルと購入」何が違うのですか？ 

  レンタルの利点はＱ２の通りで 12 品目が認められて

います。厳しい消毒基準や保守点検を通りレンタルさ

れます。購入は、福祉用具のうち入浴・排泄など貸与

になじまないもの５品目が認められています。 

福祉用具専門相談員が対応します 
☆ 介護保険を利用して福祉用具を貸与・購入するためには、 

どこのお店でもよいという訳ではなく、都道府県から指定を受けた事業所に申し込まなくて

はなりません。介護サービス計画に基づき利用できますので、ケアマネージャーさんにご相

談ください。鶴岡ひまわり薬局では福祉用具専門相談員を配置しています。介護を必要とす

る状態になったとき、出来る限り在宅で、そして能力に応じて自立した生活 

を営めるように福祉用具を通してお手伝いいたします。 

 また、食事･入浴関連・大人用おむつ・肌着類その他用品の介護用品も 

扱っていますのでお気軽にご相談ください。 

文・福祉用具専門相談員 今野 陽介  



 

 

 

 

 

 

 
 
大学へご入学された方、在学中の方、ご家族の方、ひまわり薬局へご連絡ください。担当者

があなたの相談にのります。ぜひ、ご連絡をお待ちしております。 

★ 普通奨学金は１ヶ月５万円。奨学金を使用された年数分を勤務されますと返済の必要はなくなります。その他、特別奨学金制度

１ヶ月５万円もございます。くわしいことはひまわり薬局までご連絡をお願いいたします。 

   

 
 

新卒の方、現在は他の病院、調剤薬局、ドラッグストア等でお仕事をされている薬剤師の

方、ぜひ１度ひまわり薬局へ見学に来てみませんか。年齢や経験は問いません。やる気のあ

る方、スキルアップを目指したい方、ひまわり薬局はそんなあなたをサポートいたします。

ぜひ、ご連絡をお待ちしております。 

 
ご家族やお知りあいに薬剤師で転職などを考えている方や薬学部へ進学された方がおりま

したら、ひまわり薬局までご紹介ください。担当者がうかがわせていただきます。ぜひ、ひ

まわり薬局までご連絡をお待ちしております。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


